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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】長いプローブの長さを必要とする熱電対の使用
を可能な感知デバイスを提供する。
【解決手段】感知デバイス１００は、高温を有する流体
の物理量を感知する。管状要素１１０は、ＭＩケーブル
１０２の感知端１０２Ｄと、ＭＩケーブルに取付けられ
る封止フランジ要素１０６との間のＭＩケーブルの少な
くとも一部を囲繞する。管状要素の内面の大部分は、鉱
物絶縁ケーブル１０２の外面から予め定義された距離に
あり、鉱物絶縁ケーブルと管状要素との間に隙間１１２
を形成する。管状要素および隙間は、流体の急速な温度
変化に起因する熱膨張および熱衝撃に対する堅牢性を向
上させる。
【選択図】図１



(2) JP 2018-100965 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高温を有する流体の物理量を感知するための感知デバイスであって、
　外部金属ジャケット、前記外部金属ジャケットにおいて配置される導体、および、酸化
マグネシウム絶縁を備える鉱物絶縁ケーブルと、
　前記物理量を感知するために構成され、前記鉱物絶縁ケーブルの感知端に連結される感
知素子と、
　前記鉱物絶縁ケーブルの前記外部金属ジャケットに連結される封止フランジ要素と、
　前記封止フランジ要素と前記鉱物絶縁ケーブルの前記感知端との間の前記鉱物絶縁ケー
ブルの少なくとも一部を囲繞する管状要素であって、前記管状要素の内面の大部分が、前
記鉱物絶縁ケーブルの外面から予め定義された距離にあり、前記鉱物絶縁ケーブルと前記
管状要素との間に隙間を形成する、前記管状要素と
を含む、感知デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の感知デバイスであって、前記隙間がエアギャップである、感知デバイ
ス。
【請求項３】
　請求項１に記載の感知デバイスであって、前記管状要素の近位端が、前記封止フランジ
要素に取付けられる、感知デバイス。
【請求項４】
　請求項１に記載の感知デバイスであって、前記管状要素が前記封止フランジ要素に溶接
される、感知デバイス。
【請求項５】
　請求項１に記載の感知デバイスであって、前記管状要素が、前記管状要素において前記
鉱物絶縁－ケーブルに整合するように、少なくとも１つの半径方向にクリンプされた領域
を含む、感知デバイス。
【請求項６】
　請求項５に記載の感知デバイスであって、前記管状要素の半径方向にクリンプされた領
域が、前記管状要素の遠位端セクションに位置される、感知デバイス。
【請求項７】
　請求項５に記載の感知デバイスであって、半径方向にクリンプされた領域が、互いから
等しい距離に位置される３つまたはそれ以上窪みを含む、感知デバイス。
【請求項８】
　請求項１に記載の感知デバイスであって、前記封止フランジ要素が、リングセクション
および管セクションを含み、前記管状要素が、前記管セクションの遠位端に取付けられる
、感知デバイス。
【請求項９】
　請求項８に記載の感知デバイスであって、前記封止フランジ要素の前記管セクションの
前記遠位端が、前記封止フランジ要素のボディ軸および前記管状要素のボディ軸と整合す
るように構成される整合特徴を含む、感知デバイス。
【請求項１０】
　請求項８に記載の感知デバイスであって、前記封止フランジ要素の前記管セクションが
少なくとも１つの半径方向にクリンプされた領域を含む感知デバイス。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の感知デバイスであって、前記管セクションの半径方向にクリンプさ
れた領域が、前記管セクションの遠位端セクションに位置される、感知デバイス。
【請求項１２】
　請求項１に記載の感知デバイスであって、前記感知素子が温度を感知するように構成さ
れる、感知デバイス。
【請求項１３】
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　高温を有する流体の物理量を感知するための感知デバイスを組立てる方法であって、前
記方法が、
　外部金属ジャケット、前記外部金属ジャケットにおいて配置される導体、および、酸化
マグネシウム絶縁を備える鉱物絶縁ケーブルと、前記物理量を感知するために構成され、
前記鉱物絶縁ケーブルの感知端に連結される感知素子とを含む構成要素を提供するステッ
プと、
　封止フランジ要素を提供するステップと、
　前記封止フランジ要素を前記鉱物絶縁ケーブルに取付けるステップと、
　管状要素を提供するステップと、
　前記管状要素の内面の大部分が、前記鉱物絶縁ケーブルの外面から予め定義された距離
にあり、鉱物絶縁ケーブルと前記管状要素との間に隙間を形成するように、前記管状要素
において、前記封止フランジ要素と前記感知素子との間に前記鉱物絶縁ケーブルの少なく
とも一部を位置決めするステップと
を含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、さらに、前記管状要素の近位端を前記封止フランジ
要素に取付けるステップを含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法であって、さらに、前記管状要素において前記鉱物絶縁ケーブ
ルを整合させるように、前記管状要素を半径方向にクリンプするステップを含む、方法。
【請求項１６】
　高温を有する流体の物理量を感知するためのデバイスであって、前記デバイスが、
　外部金属ジャケット、前記外部金属ジャケットにおいて配置される導体、および、絶縁
体を含むケーブルであって、前記ケーブルが感知端を有する、前記ケーブルと、
　前記物理量を感知するために構成され、前記感知端に連結される感知素子と、
　前記鉱物絶縁ケーブルの前記外部金属ジャケットに連結される封止フランジと、
　前記封止フランジと前記感知端との間の前記ケーブルの少なくとも一部を囲繞する管状
要素であって、前記ケーブルと前記管状要素との間の隙間を形成し、前記隙間が測定のた
めの流体で満たされる、前記管状要素と
を含む、デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、高温を有する流体の物理量を感知するための感知デバイス、および、そのよ
うな感知デバイスを組立てるための方法に関する。より詳細には、本開示は、高温排出セ
ンサに関する。より具体的には、本開示は、高温に対応可能な熱電対に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次に限定されないが、ディーゼルやガソリンエンジンなどの内燃機関は、排気ガスシス
テム内に少なくとも部分的に配置される１つまたは複数の温度センサを含むことがある。
これらの温度センサは、排気ガスの温度を感知でき、また、次に限定されないが、空気／
燃料比、ブースト圧力、タイミング等など、エンジンの１つまたは複数の特性を調整する
ため、少なくとも部分的に、エンジン制御システムによって使用され得る。動作環境が原
因で、温度センサは、次に限定されないが、振動、破片、湿気および腐食性薬品への露出
、広い温度範囲、大きな温度勾配、ならびに、比較的高い連続使用動作温度を含め、比較
的過酷な条件にさらされることがある。特許文献１は、鉱物絶縁ケーブルの端部に連結さ
れる温度センサを含む排気ガス温度センサを開示する。ケーブルは、ストップフランジに
連結される。更に、防振スリーブが、ストップフランジと温度センサとの間に位置決めさ
れる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】Ｗ０２０１１０９４７５３Ａ２
【０００４】
　従来の熱電対デバイスは、自動車様式のシステムにおいて実施するのが困難である。こ
れらの熱電対は典型的に、自動車の設定における長期の寿命要件のために動作できない。
この状況は、従来の熱電対の故障を誘発するおそれのあるますます過酷な適用要件によっ
て複雑にされる。これらの故障は、プローブの長さが長いセンサ、または、プローブが位
置決めされる流体の急速な温度変動により、広い高温動作を備えるセンサにおいて起こる
傾向が強い。
【０００５】
　鉱物絶縁ケーブルを含む従来の感知デバイスの環境に熱を印加する際、外部ジャケット
は急速な温度上昇を経験し、他方、鉱物絶縁ケーブルの導体は冷めたままである。言い換
えると、鉱物絶縁ケーブルにおけるパックされたＭｇＯは、非常に低い熱伝導率を有する
。これが導体への引張応力につながり、特に、熱衝撃の間に故障を引き起こすおそれがあ
る。
【０００６】
　従来の熱電対のこれらの欠点は、自動車用用途における熱電対、特に、長いプローブの
長さを必要とする熱電対の使用を可能にする設計上の解決策の必要性をもたらす。
【発明の概要】
【０００７】
　流体の物理量を測定するための改善された感知デバイスを提供することが、本技術の目
的であり、そうした感知デバイスは、信頼でき、製造がより安価で、半自動又は全自動の
生産プロセスにより大量生産可能で、過酷な媒体に対し長持ちしおよび／または堅牢であ
り、熱膨張および熱衝撃に対する堅牢性が増加し、自動車用用途において典型的な温度お
よび振動に耐える、といったうちの少なくとも１つから成る、
【０００８】
　本技術の第１の態様によれば、この目的は、請求項１の特徴を有する測定プラグにより
達成される。本技術を実施する有利な実施形態および更なるやり方が、従属項において述
べられる手段によって達成され得る。
【０００９】
　本技術に従った感知デバイスは、感知デバイスが管状要素（tube-like element）を含
むことを特徴とし、当該管状要素は、鉱物絶縁ケーブルの感知端と、鉱物絶縁ケーブルの
外部金属ジャケットに連結される封止フランジ要素（sealing flange element）との間の
鉱物絶縁ケーブルの少なくとも一部を囲繞する。管状要素の内面の大部分は、鉱物絶縁ケ
ーブルの外面から予め定義された距離にあり、鉱物絶縁ケーブルと管状要素との間に隙間
を形成する。
【００１０】
　これらの特徴は、鉱物絶縁ケーブルにおける熱衝撃の程度を低下させる。管状要素およ
び隙間は、流体と鉱物絶縁ケーブルの外部金属ジャケットとの間で断熱するものとしての
働きをし、鉱物絶縁ケーブルの外部ジャケットの急速な温度変化を少なくする。その結果
、鉱物絶縁ケーブルの外部ジャケットと鉱物絶縁ケーブルにおける導体との最大温度差が
減少する。より小さな最大温度差は、導体上の、より小さな引張応力を意味する。
【００１１】
　或る実施形態において、外部ジャケットと管状要素との間の隙間は、任意の鉱物絶縁材
料など、熱伝導率が低い材料で満たされる。有利な実施形態において、隙間は、対流の移
動が隙間サイズの仕様によって最小化されるように、空気で満たされる。
【００１２】
　更なる実施形態において、管状要素の近位端は、封止フランジ要素に取り付けられる。
代替的な実施形態において、管状要素は封止フランジ要素に溶接される。これらのやり方
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において、管状要素は鉱物絶縁ケーブルの軸方向に固定され、その結果、管状要素におい
て鉱物絶縁ケーブルを整合させることが必要とされる面に対する、管状要素と鉱物絶縁ケ
ーブルとの間の熱接触面が最小化され得る。
【００１３】
　或る実施形態において、管状要素は、管状要素において鉱物絶縁ケーブルを整合させる
ように、少なくとも１つの半径方向にクリンプされた領域を含む。これらの特徴は、鉱物
絶縁ケーブルの周囲の管状要素を位置決めおよび整合するように組立ての容易な方法を提
供する。更に、これらの特徴により、鉱物絶縁ケーブルのボディ軸に垂直の振動に起因す
る、封止フランジ要素と管状要素との結合における応力が削減され、製品寿命が増加する
。
【００１４】
　更なる実施形態において、管状要素の半径方向にクリンプされた領域は、管状要素の遠
位端セクションに位置される。この特徴は、管状要素において鉱物絶縁ケーブルを整合さ
せる。その結果、管状要素と隙間との結合の熱抵抗は、鉱物絶縁ケーブルのボディ軸の周
囲で実質的に等しく、従って、感知デバイスは、鉱物絶縁ケーブルのボディ軸に垂直の熱
源の角度方向とは無関係である。
【００１５】
　更なる実施形態において、半径方向にクリンプされた領域は、互いから等しい距離に位
置される３つまたはそれ以上の窪みを含む。このやり方において、管状要素と鉱物絶縁ケ
ーブルとの間の熱伝導率は、最小であり得る。
【００１６】
　代替的な実施形態において、封止フランジ要素は、リングセクションと管セクションと
を含み、管状要素は、管セクションの遠位端に取り付けられる。この特徴は、鉱物絶縁ケ
ーブルの周囲の管と封止リングとの間の連結における摩耗を減少させる。管状要素を直接
的に封止リングに溶接することは、リングセクションおよび管セクションを備える一片の
材料の外の封止フランジ要素よりも堅牢でない構造を形成することが知られている。封止
フランジ要素と管状要素との結合における摩耗は、さらに、封止フランジの管セクション
の少なくとも１つの半径方向にクリンプされた領域によって減少され得る。有利に、管セ
クションの半径方向にクリンプされた領域は、管セクションの遠位端セクションに位置さ
れる。
【００１７】
　或る実施形態において、感知素子は、温度を感知するように構成される。しかしながら
、感知素子はまた、圧力感知素子、酸素センサ（もしくはラムダセンサ）、または、例え
ば－６０から＋１０００℃の広い動作温度範囲を有する流体の１つまたは複数の物理量を
感知する任意の他のセンサであってもよい。
【００１８】
　第２の態様において、高温を有する流体の物理量を感知するための感知デバイスを組立
てる方法が提供される。方法は、
　外部金属ジャケット、外部金属ジャケットにおいて配置される導体、および、酸化マグ
ネシウム絶縁を備える鉱物絶縁ケーブルと、物理量を感知するために構成され、鉱物絶縁
ケーブルの感知端に連結される感知素子とを含む構成要素を提供することと、
　封止フランジ要素を提供することと、
　封止フランジ要素を鉱物絶縁ケーブルに取付けることと、
　管状要素を提供することと、
　管状要素の内面の大部分が、鉱物絶縁ケーブルの外面から予め定義された距離にあり、
鉱物絶縁ケーブルと管状要素との間に隙間を形成するように、管状要素において、封止フ
ランジ要素と感知素子との間に鉱物絶縁ケーブルの少なくとも一部を位置決めすること
を含む。
【００１９】
　更なる実施形態において、方法はさらに、管状要素の近位端を封止フランジ要素に取付
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けることを含む。
【００２０】
　更なる実施形態において、方法はさらに、管状要素において鉱物絶縁ケーブルを整合す
るように、管状要素を半径方向にクリンプすることを含む。
【００２１】
　その他の特徴および利点は、実施例として実施形態の様々な特徴を描く添付の図面と共
に以下の詳細な説明から明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　これらおよび他の態様、特性および利点が、図面に関連する以下の説明に基づいて、下
記で説明される。図面において、同様の参照番号は、同様または比較可能な部分を示す。
【００２３】
【図１】温度センサの第１の実施形態の斜視図を概略的に示す。
【図２】第１の実施形態の部分的な断面図を概略的に示す。
【図３】温度センサの第２の実施形態の部分的な断面図を概略的に示す。
【図４】クリンプされた領域の第１の実施形態の断面図を概略的に示す。
【図５】クリンプされた領域の第２の実施形態の断面図を概略的に示す。
【図６】クリンプされた領域の代替的な実施形態の断面図を概略的に示す。
【図７】図２における第１の実施形態の断面図を詳細に概略的に示す。
【図８】封止要素の代替的な実施形態を概略的に示す。
【図９】封止要素と管状要素との間の接続の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本明細書において開示される技術の利点およびその他の特徴は、本技術のそれぞれの実
施形態を述べる図面と共に、特定の好ましい実施形態の以下の詳細な説明から、当業者に
とって一層容易に明らかとなる。
【００２５】
　図１は、本出願に従った温度センサ１００の第１の実施形態の斜視図を示す。センサ１
００は、高温を有する流体の温度を感知するのに適している。本出願の状況における高温
とは、センサが、－６０℃から最大で１０００℃を超える温度範囲における流体の物理量
温度を測定するために使用されるのに適していることを意味する。図示されるセンサは、
特に、処理システムの後のディーゼルにおける排気ガスの流れの温度を測定するために設
計される。センサは、自動車および大型の乗り物の用途において存続できる。更に、セン
サは、処理システムの後にディーゼルにおいて経験される熱衝撃に関し、改善された特徴
を有する。
【００２６】
　センサ１００は、既知のＭＩケーブル（Mineral Insulated cable、鉱物絶縁ケーブル
）１０２から成り、ＭＩケーブル１０２は、ＭＩケーブルの感知端１０２Ｄに連結される
感知素子１０４を備える。図４～図６は、ＭＩケーブルの断面を示す。ＭＩケーブルは、
外部金属ジャケット１０２Ａ、外部金属ジャケット１０２Ａ内に配置される２つまたはそ
れ以上の導体１０２Ｂ、および、酸化マグネシウム絶縁１０２Ｃを含む。ＭＩケーブルの
長さは、適用要件（application requirement）に依存する。適用要件次第で、外部金属
ジャケットは、インコネルシース、または、例えばステンレス鋼もしくは銅といった任意
の他の金属であってもよい。
【００２７】
　センサ１００はさらに、封止フランジ要素１０６を含む。封止フランジ要素は、用途に
おいてセンサを固定するために取付けナット１０８と共に使用される。封止フランジ要素
１０６は、例えば溶接によりＭＩケーブルの外部金属ジャケットに取付けられるリング形
状の要素であり得る。リング形状の溶接は、ＭＩケーブルとリング形状の要素との間のハ
ーメチックの封止を形成する。取付けナットを、デバイスの開口においてねじ留めするこ
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とにより（その開口を通って感知素子が、流体における温度を感知するため、デバイスの
キャビティにおいて位置決めされる）、封止フランジ要素は、センサを備えるデバイスの
開口を好ましくは密封して封止するように、開口の封止面に圧締めされる。
【００２８】
　センサ１００はさらに、管状要素１１０を含む。管状要素は、押出しプロセスにより得
られる押出し部分であってよい。管状要素は、外部金属ジャケットに対して外部に位置さ
れ、封止フランジ要素１０６とＭＩケーブルの感知端１０２Ｄとの間でＭＩケーブル１０
２の少なくとも一部を囲繞する。管状要素は、例えばインコネル、ステンレス鋼または銅
といった任意の適切な合金から構成されてよい。管状要素は、外部金属ジャケットの上に
適合してＭＩケーブルの外面と管状要素の内面との間に空間を空けるような内径を有する
。管状要素１１０の近位端１１０Ａは、例えばレーザ溶接によって、封止フランジ要素１
０６に取付けられる。
【００２９】
　管状要素１１０は半径方向にクリンプされ、クリンプは、管状要素１１０およびＭＩケ
ーブル１０２の軸と整合するようにされる。このやり方において、管状要素の内面の大部
分は、ＭＩケーブルの外面から予め定義された距離にある。この距離は、ＭＩケーブルと
管状要素との間に隙間（ギャップ）を形成する。使用中、隙間は、温度が測定される流体
で満たされる。より高額な実施形態において、隙間は、測定される流体の高温に耐える任
意の適切な可撓性の断熱材で満たされてもよい。前述の距離は、好ましくは、１）隙間に
おける流体を介した伝導と、２）管状要素からＭＩケーブルまでの、エアギャップを横切
る放射と、による熱伝達による結合が、管状要素の直径に対して最適であるように選択さ
れる。距離は、対流を防止するのに十分に小さく、且つ、隙間を横切る放射を削減するの
に足りるだけ十分に大きいものとすべきである。
【００３０】
　センサ１００はさらに、ＭＩケーブルから可撓性のハーネス１１２まで電気信号を移行
する後方ハウジング１１４を含む。本出願は、封止フランジ要素と感知素子との間のＭＩ
ケーブル間の相互作用に焦点を当てる。
【００３１】
　或る実施形態において、感知素子１０４は、熱電対接合部（ジャンクション）（Ｎ型）
（図示せず）によって形成される。熱電対接合部は、ＭＩケーブルの導体を溶接すること
によって得られる。この実施形態において、センサは、接合部の温度次第で導体における
電圧差を出力する機能を有する。接合部は、ＭＩケーブルの外部金属ジャケットに溶接さ
れる保護隙間により、感知される流体から保護される。
【００３２】
　管状要素１１０の機能は以下の通りである。センサの環境への熱エネルギーの印加の間
、熱は、まず、シースアッセンブリ外面に移動しなければならない。内面の熱は、隙間に
おける媒体を通って伝導するか、流体の場合は隙間間の放射によって伝達するか、または
、ＭＩケーブルの外部金属ジャケットとの機械的コンタクトを有するクリンプのエリア全
体を伝導し得る。これは、外部ジャケット１０２とＭＩケーブル１０２Ｂの導体との間の
温度勾配の大きさを小さくし、それゆえ、外部ジャケットとＭＩケーブルの導体の熱膨張
の差を小さくする効果を有する。これは、熱サイクルの間に導体によって経験される応力
の大きさを小さくし、それゆえ、センサの熱衝撃応答を改善する。
【００３３】
　排気システムにおける排気ガスの流れの温度が、流れの断面において等しく分散されず
、個々の用途に高く依存することを、実験が示した。本出願において、「ホットスポット
領域（ｈｏｔ　ｓｐｏｔ　ｒｅｇｉｏｎ）」という用語は、高い温度変化を備える流れに
おける領域を指すのに使用され、こうしたホットスポット領域は、適切な使用期間を保証
するために、本書において請求される改善を必要とする。更に、管状要素の設計は、共振
に誘発される故障を防止するため、用途の振動特性を考慮に入れることが重要であること
を、試験が示した。管状要素の相対的な長さを変更することによって共振周波数は変化し
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得、それゆえ、振動の大きさが削減され得、製品寿命を改善する結果となる。変動する熱
および振動特性の場所を考慮に入れることによって、管状要素の長さは、封止フランジ要
素と感知素子との間のＭＩケーブルの長さより短くてよい。図２は、第１の実施形態の部
分的な断面図を概略的に示す。この実施形態において、封止フランジ要素１０６と感知素
子１０４との間のＭＩケーブルの一部のみが、管状要素１１０によって形成される熱シー
ルドによって遮蔽されている。この特定の用途において最も高い温度変化を備えるホット
スポットは、参照番号１２０で示してある。
【００３４】
　図２は、管状要素１１０が３つの半径方向にクリンプされた領域１３０を含むことをさ
らに示す。２つの左側のクリンプされた領域の断面図が図４に提供され、感知素子に最も
近接するクリンプされた領域の断面図が図５に提供される。ＭＩケーブルの周囲の保護管
の近位端に２つのクリンプされた領域を有することが、振動に対する、封止要素１０６と
管状要素１１０との結合の抵抗を改善することを、試験が示した。好ましくは、半径方向
にクリンプされた領域は、熱移動を削減するようにホットスポットに存在しない。
【００３５】
　図３は、温度センサの第２の実施形態の部分的な断面図を概略的に示す。この実施形態
は、管状要素１１０が、封止フランジ要素と感知素子との間のＭＩケーブルの長さに沿っ
て完全に延在している点で、図２における実施形態とは異なる。これは、ホットスポット
領域１２２が、流体と接触したＭＩケーブルの長さの比較的小さい部分に限定されない場
合に必要である。更に、感知される流体に挿入されるＭＩケーブルの長さが長く、且つ、
ホットスポットが幅広の場合、封止要素側に位置される１つまたは２つのクリンプと、感
知素子側に位置されるクリンプとの間に１つまたは複数のクリンプされた領域を有するこ
とが必要とされる場合がある。例えば、ＭＩケーブルの軸に垂直の流れの速度が速く、ク
リンプが中間で使用されない場合、管状要素は、隙間幅が全ての場所で同一でないように
流れによって変形されてよい。従って、流体から、管状要素および隙間を介した、ＭＩケ
ーブルまでの熱伝達特性は、ＭＩケーブルの周辺で等しくなく、熱膨張が異なることに起
因して、ＭＩケーブルは、一方の側で、他方の側よりも早く熱せられて曲がる。追加のク
リンプされた領域は、管状要素１１０の中心軸とＭＩケーブル１０２の中心軸の整合を改
善する。これが、管状要素とクリンプされていない領域のＭＩケーブルとの間の予め定義
された一定の隙間幅という結果となり、従って、ＭＩケーブルのボディ軸に垂直の熱源の
角度方向とは無関係の感知デバイスの熱感度となる。
【００３６】
　図４は、クリンプされた領域の第１の実施形態の断面図を概略的に示す。外部金属ジャ
ケット１０２Ａにおいて、２つの導体１０２Ｂが、次に限定されないが、酸化マグネシウ
ムなどの絶縁材料１０２Ｃ内に位置される。クリンプされた領域は、８つの幅広の窪み１
３０Ａを含む。このクリンプされた領域において、管状要素１１０の内側の大部分が、Ｍ
Ｉケーブルの外面に圧締めされる。更に、ほとんど隙間がない。このタイプのクリンプは
、管状要素と金属ジャケットとの間に強い機械的な固定を提供するという利点を有し、剛
性および振動抵抗を改善する。このタイプのクリンプの欠点は、これらの領域における管
状要素からＭＩケーブルまでの熱伝達が非常に良いこと、すなわち、熱抵抗が非常に低い
ことである。それゆえ、このタイプのクリンプは、封止フランジ要素に連結される管状要
素の端部で使用される。この領域において、ホットスポットの外およびセンサの根元なの
で、機械的固定が最も重要な特性である。
【００３７】
　図５は、クリンプされた領域の第２の実施形態の断面図を概略的に示す。この実施形態
は、クリンプされた領域が４つの狭い窪み１３０Ａを含むという点で、先の実施形態とは
異なる。このクリンプされた領域において、管状要素１１０の内側の小さな部分が、ＭＩ
ケーブルの外面に圧締めされる。更に、管状要素１１０とジャケット１０２Ａとの間の空
間が隙間を形成する。このタイプのクリンプは、この領域における管状要素からＭＩケー
ブルまでの熱伝達が、図４に示されたクリンプされた領域よりもはるかに少ない、すなわ
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ち、熱抵抗が高いという利点を有する。このタイプのクリンプされた領域の欠点は、機械
的剛性があまり提供されず、また、クリンプされた領域の外側に対して、クリンプされた
領域の一方の側の管状要素の相対的な振動に対する抵抗があまり提供されないことである
。それゆえ、このタイプのクリンプは、管状要素の遠位端セクション１１０Ｂで、必要に
応じてホットスポット領域において使用される。図６は、３つの窪みを備えるクリンプさ
れた領域の代替的な実施形態の断面図を概略的に示す。半径方向にクリンプするプロセス
の間に３つまたはそれ以上の窪みを生成することにより、ＭＩケーブルおよび管状要素の
両方の中心軸を整合するのが容易になる。好ましくは、半径方向にクリンプされた領域の
３つまたはそれ以上の窪みは、互いから等しい距離に位置される。
【００３８】
　図７は、図２における第１の実施形態の断面図を詳細に概略的に示す。この図は、管状
要素１１０と封止フランジ要素１０６との間の連結を示す。この実施形態において、封止
フランジ要素は、ＭＩケーブルの金属ジャケット１０２Ａにレーザ溶接によって取付けら
れる封止リングである。管状要素の端部１１０Ａは、封止リングにレーザ溶接される。更
に、２つの半径方向にクリンプされた領域の凹み１３０Ａが見える。この実施形態におい
て、クリンプされた領域は、管状要素に位置される。
【００３９】
　図８は、封止要素の代替的な実施形態を概略的に示す。この実施形態において、封止フ
ランジ要素は、一片の金属から作られ、リングセクション１０６Ａと管セクション１０６
Ｂとを含む。管状要素の端部１１０Ａは、管セクション１０６Ｂの遠位端１０６Ｂ１に取
付けられる。更に、管セクション１０６Ｂは、２つの場所で半径方向にクリンプされる。
この実施形態において、封止フランジ要素１０６と管状要素１１０との間の溶接された接
合は、振動に起因して応力に対してあまり感度が高くないことを、試験が示した。管セク
ション１０６Ｂは、その遠位端に１つのクリンプされた領域を含み、管状要素１１０の近
位端は、クリンプされた領域を含むことが、さらに可能であり得る。この実施形態におい
て、封止フランジ要素間の接合は、前述の２つのクリンプされた領域の間にある。
【００４０】
　図９は、封止フランジ要素１０６と管状要素１１０との間の接続の実施形態を示す。こ
の実施形態において、封止フランジ要素は、リングセクション１０６Ａと管セクション１
０６Ｂとを含む１つの片（一体）である。整合特徴１０６Ｂ２が、管状要素１１０に面す
る封止フランジ要素１０６の側に提供される。整合特徴１０６Ｂ２は、フランジ要素１０
６と同軸の管セクション１０６Ｂの遠位端１０６Ｂ１にある三角形状の突出である。三角
形の突出は、管状要素１１０の端部１１０Ａの開口に適合する。本実施形態において、管
セクション１０６Ｂおよび管状要素１１０の外径は類似している。同様に、管セクション
１０６Ｂの内径は、管状要素１１０の内径より小さい。三角形の突出１０６Ｂ２の外径は
、管状要素１１０の内径と一致する。管セクション１０６Ｂの遠位端１０６Ｂ１に対して
管状要素を位置決めする場合、三角形の突出は、封止要素１０６および管状要素１１０の
中心軸を整合する。その後、円形溶接により管状要素１１０は封止要素１０６に取付けら
れる。
【００４１】
　封止フランジ要素の貫通孔の直径がＭＩケーブルの直径に対応する場合、三角形の突出
１０６Ｂ２は、好ましくはＭＩケーブル（図９に図示せず）と管状要素１１０との間の所
望の隙間幅に等しい幅を有する。このやり方において、管状要素１１０の近位端１１０Ａ
に近接する管状要素の半径方向のクリンプは必要でない。
【００４２】
　フランジ要素１０６の貫通孔と管状要素１１０の直径が類似している場合、管状要素１
１０の近位端１１０Ａは三角形の突出１０６Ｂ２を受けるための環状の窪みを含むことに
留意すべきである。更に、管セクション１０６Ｂの遠位端に半径方向にクリンプされた領
域は、管セクションおよびＭＩケーブル１０２の中心軸を整合する。従って、三角形の突
出１０６Ｂ２は、管状要素１１０の少なくとも近位端部分の中心軸と整合する。
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【００４３】
　上述の実施形態は、以下の動作を含む方法によって組立てられてよい。外部金属ジャケ
ットを備える鉱物絶縁ケーブルと、外部金属ジャケットにおいて配置される導体と、酸化
マグネシウム絶縁とを含む構成要素を提供する。任意選択で、物理量を感知するために構
成される感知素子は、鉱物絶縁ケーブルの感知端に既に連結される。封止フランジ要素を
提供する。円形溶接プロセスにより、封止フランジ要素を鉱物絶縁ケーブルに取付ける。
その後、管状要素が提供される。封止フランジ要素と感知端との間の鉱物絶縁ケーブルの
少なくとも一部が、管状要素において位置決めされ、および、管状要素によって囲繞され
るように、遠位端は、管状要素において、および／または、管状要素を通って挿入される
。管状要素の内面の大部分が、鉱物絶縁ケーブルの外面から予め定義された距離にあり、
鉱物絶縁ケーブルと管状要素との間に隙間を形成するように、管状要素が位置決めされる
。
【００４４】
　半径方向にクリンプするプロセスにより、３つまたはそれ以上窪みを備えるクリンプさ
れた領域が管状要素に形成されてよい。窪みの深さは、好ましくは、隙間の予め定義され
た幅よりもわずかに広い。このやり方において、管状要素のボディ軸は、ＭＩケーブルの
ボディ軸と整合され、他方、金属ジャケットは最小限に変形され、管状要素は、型締力に
より軸方向にＭＩケーブルに取付けられる。このやり方において、感知デバイスの実施形
態を有することが可能となり、管状要素は、管状要素の軸方向の動きを防止するため、１
つの端部で封止フランジ要素に取付けられない。この実施形態において、管状要素は、管
状要素とＭＩケーブルとの間に軸方向に一定の隙間幅を得るために、少なくとも２つのク
リンプされた領域、すなわち両方の端部を含むものでなければならない。感知デバイスの
用途は、この実施形態が適切かどうかを判定する。
【００４５】
　図に示された実施形態を得るため、方法はさらに、管状要素の近位端を封止フランジ要
素に取付けることを含む。
【００４６】
　本出願の利点は、熱衝撃の間の熱電対パフォーマンスの根本的な改善、熱サイクルの間
の製品寿命の向上、および、所与の流体温度のためのより低い全体の導体温度を含む。本
出願は、プローブの長さが長く、または拡張された温度の動作温度感知範囲を備えるセン
サを説明し、センサは、封止フランジ要素と感知素子との間でＭＩケーブルを使用する。
これらのセンサは、長期間にわたり自動車環境に耐える。
【００４７】
　説明された実施形態の全てが、温度感知素子としてＮ型の高温熱電対を含むことに留意
すべきである。所望の利点を得るために、Ｎ型の高温熱電対は、広範囲の急速に変化する
温度を有する流体の物理的特性を感知するための、任意の他の感知素子によって交換でき
ることがあきらかであろう。他の感知素子の実施例は、他のタイプの高温熱電対、ＰＴＣ
またはＮＴＣサーミスタ、および酸素感知素子（またはラムダセンサ）に限定されない。
【００４８】
　本発明がいくつかの実施形態によって説明されたが、それらの代替、修正、置換、また
は、均等物が、明細書を読み、図面を検討することから当業者にとって明らかであること
が意図される。本発明は、説明された実施形態に限定されない。添付の特許請求の範囲の
範囲から逸脱することなく、変更が成されてよい。
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